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「財務諸表の表示」論点整理の内容と構成（案） 
 
１．取り扱う論点の範囲 
 基本的に、以下の IFRS 及び DP で取り扱われている範囲を対象とする。 
 ① IAS 第 1 号「財務諸表の表示」 
② IFRS 第 5 号「売却目的で保有する非流動資産及び廃止事業」（表示・開示のみ） 
③ DP「財務諸表の表示に関する予備的見解」 

 
２．全体的な構成 
 「コンバージェンスに関する部分」と「DP に関する部分」の 2 部構成としてはどうか。 
 （公開草案では前者の部分のみを対象とすることが想定されるため。） 
 
３．IAS 第 1 号及び IFRS 第 5 号とのコンバージェンスとして取り扱う論点 
○ 各財務諸表の内容 
＜共 通＞ 
 ・ 各計算書の最低限の表示科目を規定するか 
＜貸借対照表＞ 
・ 資産負債の流動固定区分の判断基準を規定するか 
・ 純資産の部の表示は現状どおりとするか 
・ 遡及修正した場合の期首貸借対照表の表示を含めるか 
・ 売却目的保有資産の区分表示（IFRS 5）を導入するか 

＜損益計算書＞ 
・ 包括利益の表示を規定するか 
・ 包括利益の表示はどの計算書で行うか 
・ 包括利益は少数株主持分相当分を含めるか 
・ 廃止事業に関する区分表示を導入するか 

・ 損益の段階別表示について見直しを行うか 
・ 損益の性質別開示について規定するか 

＜株主資本等変動計算書＞ … 現状どおり別個の基準に委ねるか 
＜注 記＞ … 見積りの不確実性に関する注記、自己資本に関する注記等も規定するか 
 
○ 一般的特性 
 ・ 財務諸表の適正表示に関する規定を設けるか 
・ 基準からの離脱の規定を設けるか 
・ 継続企業の前提に関する規定を設けるか 
・ 重要性や相殺（総額主義の原則）について規定するか 
・ 比較情報（前期財務諸表の表示）について規定するか 
・ 表示の継続性について規定するか 
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〔参考〕 IAS 第 1 号「財務諸表の表示」の構成 
 
目 的 (1)  包括利益計算書 (81-105) 
範 囲 (2-6) 
定 義 (7-8) 

  包括利益計算書に表示すべき情報

(82-87) 
財務諸表 (9-46)   当期純損益 (88-89) 
 財務諸表の目的 (9)   当期のその他の包括利益 (90-96) 
 財務諸表の完全な一式 (10-14) 
 一般的特性 (15-46) 

  包括利益計算書か注記のいずれかに 
   表示すべき情報 （97-105） 

  適正な表示と IFRS への準拠 (15-24)  持分変動計算書 (106-110) 
  継続企業 (25-26)  キャッシュ・フロー計算書 (111) 
  発生主義会計 (27-28)  注 記 (112-138) 
  重要性と合算 (29-31)   構成 (112-116) 
  相殺 (32-35)   会計方針の開示 (117-124) 
  報告の頻度 (36-37)   見積りの不確実性の源泉 (125-133) 
  比較情報 (38-44)   自己資本 (134-136) 
  表示の継続性 (45-46)   その他の開示 (137-138) 
構成と内容 (47-138) 発効日 (139-139A) 
 序説 (47-48)  
 財務諸表の識別 (49-53)  
 財政状態計算書 (54-80)  
  財政状態計算書に表示すべき情報

(54-59) 
 

  流動／非流動の区分 (60-65)  
  流動資産 (66-68)  
  流動負債 (69-76)  
  財政状態計算書か注記のいずれかに 

表示すべき情報 (77-80) 
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